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【家賃補助：経営相談を行う方】



住居確保給付金（家賃補助）とは

住居確保給付金を受けるには、次のような要件があります
申請時に以下の①～⑧のすべてに該当する方が対象となります。

① やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方や住居喪失の恐れがあ
る方 

② 申請日の属する月において、給与等が申請される方個人の責任や都合によらずに（経
済社会情勢や自然災害といった、本人には一切関与し得ない、世の中全体の変動と見
なせるものにより）減少し、離職や廃業と同程度の状態にある方

③ 申請日の属する月において、主たる生計維持者である方
④ 申請日の属する月の、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が

次の表の収入基準額以下である方（収入には、公的給付等を含みます。）

⑤ 申請日において、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の所有する預貯金の合
計額が次の表の金額以下である方。

⑥ 青梅商工会議所等に経営相談の申込みをし、相談員とともに計画した「活動支援プラ
ン」にもとづき、誠実かつ熱心に事業再生を目指した活動を行うこと

⑦ 自治体等が実施する類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が
受けていないこと

⑧ 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

　離職や自営業の廃止等により、経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居
を喪失する恐れのある方を対象として、家賃相当分の給付金を支給するとともに、
生活自立支援窓口による就労支援等を実施し、住居および就労機会の確保に向け
た支援を行います。（※原則一人一度の支給ですが、例外もあります。）

　支 給 額：下記を上限として、収入に応じて調整された額を支給
　　　　　   53,700円（単身世帯）　 64,000円（２人）
　　　　　　  69,800円（３人～5人）  75,000円（６人）　83,800円（7人以上）
　支給期間：３ヶ月間（一定の条件により３ヶ月間の延長・再延長が可能）
　支給方法：不動産仲介業者等へ代理納付

世帯人数 1人 2人 3人 4人 5人

預貯金額 55.2万円 83.4万円 100万円 100万円 100万円

家賃額は、管理費や共益費、駐車場代等を除いた契約書上の純粋な家賃額を指します。

上記の家賃額の上限は収入基準額を計算する際の上限値です。お住まいの住宅の家賃が上限を超える場合「収入基準額＝基準額＋

上限額」となり、超えない場合は「収入基準額＝基準額＋実家賃額」となります。家賃が上限を超えていても申請は可能です。

世帯人数 基準額 ＋家賃額 ＝収入基準額

1人 　92,000円 ～53,700円（上限） ～145,700円（上限）

2人 139,000円 ～64,000円（上限） ～203,000円（上限）

3人 172,000円 ～69,800円（上限） ～241,800円（上限）

4人 214,000円 ～69,800円（上限） ～283,800円（上限）

5人 255,000円 ～69,800円（上限） ～324,800円（上限）



住居確保給付金の支給額

住居確保給付金の申請をするために必要なもの

＊窓口へ直接持参する場合＊
　以下の書類等をご持参ください。

① 本人確認書類（※顔写真付きは1点、顔写真なしは2点ご用意ください。
（1点：運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、各種福祉手帳等）
（2点：健康保険証、キャッシュカード、通帳、診察券等）

② 収入等が申請される方個人の責任や都合によらないで減少し、離職や
廃業と同等程度の状況にあることを確認できる書類
（雇用主からの休業を命じる文書、勤務シフトが減少したことがわかる文書、請負
契約等のアポイントがキャンセルになったことがわかる文書等）
※指示がすべて口頭だったなど、やむを得ず前記の書類が整わない場合には、お申
し出ください。

③ 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者につ
いて、収入が確認できる書類
（給与明細書、雇用保険受給資格証明書、年金振込通知書、金融機関の通帳等）

④ 申請者および申請者と同一の世帯に属する者の所有する、全ての金融
機関の通帳等
（注）年齢に関わらず、世帯全員分の通帳等をご持参ください。

⑤ 商工会議所等に経営相談の申込をしたことがわかる書類等

⑥ 現在借りている住宅の賃貸借契約書等
※賃貸借契約書の契約者が本人ではない場合など当市が必要と判断した場合には、
家賃・水光熱費等の領収書等、居住の事実が確認できる書類の提出を求めることが
あります。

ア　月収が基準額【Ａ】以下の方は、住居確保給付金支給額は実家賃額
イ　月収が基準額【Ａ】を超える場合は、算定式＊により算出された額

世帯人数 単身 2人 ３人 ４人 ５人

基準額

【A】
92,000円 139,000円 172,000円 214,000円 255,000円

支給上限額

【B】
53,700円 64,000円 69,800円 69,800円 69,800円

算定式＊：（支給額 ＝ 基準額【A】＋実家賃額 －月の世帯の収入合計額）

※　ただし、ア・イのいずれの場合でも、支給額が支給上限額【B】を超える場合は、
　　支給上限額【B】が適用されます。



住居確保給付金の申請をするために必要なもの

＊郵送にて申請する場合＊
　以下の書類等をご郵送ください。

【注意】
　・郵送で申請される場合は、必ず事前に当窓口まで電話にてご相談ください。ま

た、書類到着後は申請者ご本人宛に確認のご連絡をさせていただきます。
　・書類が不足している場合は、追加でご提出いただく場合があります。

① 相談受付・申込票（ホームページからダウンロード可）

② 住居確保給付金支給申請書（ホームページからダウンロード可）

③ 住居確保給付金申請時確認書（ホームページからダウンロード可）
 ※経営相談先の名称を必ず記載してください。記載がないものは確認の連絡をさせ
ていただきます。

④ 本人確認書類の写し
（※顔写真付きは1点、顔写真なしは2点ご用意ください。ただしマイナンバーカー
ドについては、個人番号部分を除く。）
（1点：運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、各種福祉手帳等）
（2点：健康保険証、キャッシュカード、通帳、診察券等）

⑤ 収入等が申請される方個人の責任や都合によらないで減少し、離職や
廃業と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し
（雇用主からの休業を命じる文書、勤務シフトが減少したことがわかる文書、請負
契約等のアポイントがキャンセルになったことがわかる文書等）
※指示がすべて口頭だったなど、やむを得ず前記の書類が整わない場合には、「就
業機会の減少に関する申立書」（ホームページからダウンロード可）を提出してく
ださい。

⑥ 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者につ
いて、収入が確認できる書類の写し
（給与明細書、雇用保険受給資格証明書、年金振込通知書、金融機関の通帳等）

⑦ 申請者および申請者と同一の世帯に属する者の所有する、全ての金融
機関の通帳等の写し
（年齢に関わらず、世帯全員分の通帳等の表紙、口座番号、口座名義を含む、直近
３か月分程度の写しをご提出ください。）

⑧ 現在借りている住宅の賃貸借契約書等の写し
※賃貸借契約書の契約者が本人ではない場合など当市が必要と判断した場合には、
家賃・水光熱費等の領収書等、居住の事実が確認できる書類の提出を求めることが
あります。



住宅を喪失する恐れのある方の場合

住居確保給付金の申請から決定まで

　住居確保給付金の支給申請
• 必要書類を添えて、申請書を当窓口に持参または郵送します。

• 郵送の場合は、書類が当窓口に到着次第、本人確認のため申請者の方へ問い合
わせの連絡をいたします。

• 申請書の写しの交付に併せて、「入居住宅に関する状況通知書」「自立に向け
た活動計画」が交付（または郵送）されます。

　入居住宅の貸主との調整
• 不動産仲介業者等に申請書の写しを提示するとともに、「入居住宅に関する状

況通知書」への記載および交付を受けてください。

　商工会議所等での経営相談申込み
• 商工会議所等にて経営相談の申込みを行い「自立に向けた活動計画」を提出

し、裏面の『経営相談先』の欄に対応者より署名か捺印をもらってください。
相談内容をもとに自立に向けた活動計画を作成し、当窓口へ提出してくださ
い。

　住居確保給付金の確認書類の提出
• 不動産仲介業者等から記載・交付を受けた「入居住宅に関する状況通知書」を

当窓口へ提出してください。

　住居確保給付金の審査・決定
• 審査の結果、受給資格ありと認められた場合には、「住居確保給付金支給決定

通知書」、「住居確保給付金　自立に向けた活動状況報告書」および「求職活
動等状況報告書」が交付されます。

• 入居している住宅の不動産仲介業者等に対して、「住居確保給付金支給決定通
知書の写し」を提出してください。

• 住居確保給付金は、原則自治体から不動産仲介業者等へ直接振り込まれます。

• 受給資格なしと判断された場合、「住居確保給付金不支給通知書」が交付され
ます。入居している住宅の不動産仲介業者等に住居確保給付金不支給決定と
なった旨連絡してください。



住宅を喪失している方の場合

　住居確保給付金の支給申請
• 必要書類を添えて、申請書を当窓口に持参または郵送します。
• 郵送の場合は、書類が当窓口に到着次第、本人確認のため申請者の方へ問い合

わせの連絡をいたします。
• 申請書の写しの交付にあわせて、「入居予定住宅に関する状況通知書」、「自

立に向けた活動計画」が交付されます。

◆　入居予定住宅の確保
• 不動産仲介業者等に申請書の写しを提示して、当該不動産仲介業者等を介して

賃貸住宅を探し、住居確保給付金支給決定等を条件に入居可能な賃貸住宅を確
保してください。

• 原則として、賃貸住宅を探す範囲は申請書を提出した自治体の地域内です。
• 入居可能な住宅を確保した場合には、不動産仲介業者等から「入居予定住宅に

関する状況通知書」への記載および交付を受けます。

　商工会議所等での経営相談申込み
• 商工会議所等にて経営相談の申込みを行い「自立に向けた活動計画」を提出

し、裏面の『経営相談先』の欄に対応者より署名か捺印をもらってください。
相談内容をもとに自立に向けた活動計画を作成し、当窓口へ提出してくださ
い。

住居確保給付金の確認書類の提出
• 不動産仲介業者等から記載・交付を受けた「入居予定住宅に関する状況通知

書」を当窓口へ提出してください。

　住居確保給付金の審査
• 審査の結果、受給資格ありと判断された場合は、「住居確保給付金支給対象者

証明書」および「住宅確保報告書」が交付されます。
• 受給資格なしと判断された場合、「住居確保給付金不支給通知書」が交付され

ます。その場合は、住宅を確保している不動産仲介業者等に住居確保給付金不
支給決定により、賃貸借契約を締結できない旨を連絡してください。

※次ページにつづく



　　

住宅を喪失している方の場合（つづき）

　賃貸借契約の締結  
• 不動産仲介業者等に対し、「住居確保給付金支給対象者証明書」を提示し、予

定していた賃貸住宅に関する賃貸借契約の締結および入居に関する手続きを

行ってください。

• 入居後すぐに住民票の設定・変更手続きをしてください。

◆　住居確保給付金支給の決定
• すでに「住居確保給付金支給対象者証明書」が交付されていますが、実際に支

給を受けるためには、住宅入居後７日以内に、「賃貸住宅に関する賃貸借契約
書の写し」および新住所における「住民票の写し」を添付して、「住宅確保報
告書」を当窓口に提出してください。

• 「住居確保給付金支給決定通知書」が交付され、併せて「住居確保給付金　自
立に向けた活動計画」、「住居確保給付金　自立に向けた活動状況報告書」お
よび「求職活動等状況報告書」が交付されます。

• 住宅を確保している不動産仲介業者等に対して「住居確保給付金支給決定通知
書の写し」を提出してください。

• 住居確保給付金は原則自治体から不動産仲介業者等へ直接振り込まれます。
　



　

　　

住居確保給付金受給中の義務

支給期間中は、商工会議所等の利用、当窓口の支援員の助言、その他
様々な方法により自立に向けた活動を行っていただき、毎月報告を提
出していただく必要があります。

毎月１０日までに、当窓口の相談支援員へ「求職活動状況報告書」を
提出する必要があります。

• 前月１ヶ月間の求職活動状況を「求職活動状況報告書」にて、当窓口に提出し
ていただきます。

• 収入のある方は、給与明細や収入額がわかる書類（通帳等の写し）の提出が必
要となりますので、前月中にあった収入の収入額がわかる書類を、上記と併せ
て毎月必ずご提出ください。

• 提出方法は持参/郵送どちらでも結構です。

原則毎月１回以上、「住居確保給付金　自立に向けた活動計画」を持
参の上、商工会議所等の経営相談を受ける必要があります。

• 住居確保給付金　自立に向けた活動状況報告書」に、商工会議所等での経営相
談の内容を踏まえて活動計画を作成し、当窓口に提出してください。

毎月４回以上、当窓口の支援員による面接等の支援を受ける必要があ
ります。

• その他の自立に向けた活動の状況を「求職活動等状況報告書」に記載して、当
窓口に提出してください。

• 支援員との面接については、少なくとも月１回は対面での面接が必須となりま
すが、求職活動の状況等により来庁することが難しいと市が認める場合には、
電話等による報告にて面接に代えられる場合があります。

月１回以上、「住居確保給付金　自立に向けた活動計画」にもとづく
取組を行う必要があります。

• 「住居確保給付金　自立に向けた活動状況報告書」に前月中の活動内容等を記
載して、当窓口に提出してください。

当窓口の支援員による支援プランに沿った求職活動を行ってくださ
い。

• 当窓口の支援員と、商工会議所等の経営相談を踏まえた取り組みについて相談
をしながら、効果的な活動を行ってください。

※経営相談では、経営状況により事業を安定的に継続するため就労
を勧める場合があります。その場合は、当窓口に報告のうえ、ハ
ローワークでの求職活動を行っていただきます。



一定の要件を満たせば延長・再延長が可能です

住居確保給付金の受給期間中に収入の改善に至らなかった場合、一定
の要件を満たしていれば３か月間を２回まで延長できます。

　（要件）・受給中誠実かつ熱心に自立に向けた活動を行っていたこと
　　　　　・世帯の収入と預貯金が一定額以下であること　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

　※住居確保給付金の受給期間の延長または再延長を希望される場合は
支給期間終了前に当窓口へご相談ください。

　※注意※
　　再延長期間においては、受給中の活動要件が商工会議所等での経営

相談を踏まえた自立に向けた活動から、ハローワークでの求職活動に
切り替わります。

支給額を変更できる場合があります

以下の場合に限り、支給額の変更が可能です。
• 住居確保給付金支給対象住宅の家賃が変更された場合

• 収入があることから一部支給を受けていた方であって、受給中に収入が減少し

基準額以下に至った場合

• 受給者の責任によらず転居せざるを得ない場合や、当窓口の指導により同一の

自治体内での転居が適当である場合

申請いただく必要がありますので、家賃が変わった、または収入が下
がったことが証明出来る書類をお持ちのうえ、当窓口へお越しくださ
い。



住居確保給付金を中止する場合があります

以下に該当する場合は、住居確保給付金を中止することがあります。
• 誠実かつ熱心に事業再生を目指した活動を行うことを怠った場合

• 受給中に就労機会の増加等により得られた収入が、収入基準額を超えた場合
（原則として、収入が得られた月の支給から中止します。）

• 受給中に就労機会の増加等により得られた収入の報告を怠った場合

• 住居を自主的に退去した場合

• 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合

• 受給者および受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合や禁錮
刑以上の刑に処された場合

• 生活保護を受給した場合

• 受給者の死亡等支給することができない事情が生じた場合

支給を中止する場合には「住居確保給付金支給中止通知書」を交付し
ます。

住居確保給付金の再支給について

住居確保給付金は原則一人一度の支給ですが、下記のすべてに当ては
まる場合には再度支給を受けることが出来ます。
① 住居確保給付金の最後の支給を受けた月の翌月から数えて１年が経過して

いる場合
② 住居確保給付金の受給期間の終了後、常用就職などにより収入を得る機会

が増加したが、新たに下記のいずれかの事情に該当する場合
• 解雇された
• 事業主の都合によって離職・廃業した
• 就業している個人の給与等を得る機会が事業主の都合により減少し

た　
　　　　　※いずれも本人の責任に帰すべき理由や、個人の都合による場合を除く

③ しおりP.2に記載の要件①～⑧のすべてに該当する方
　　　

　※注意※
　　あらかじめ雇用期間が決まっており、更新のないことに合意していた場合は、

会社都合の解雇には当たらないため再支給はできません。



《お問い合わせ・書類提出先》　　
青梅市 健康福祉部 地域福祉課 生活自立支援窓口（市役所１階１６番窓口）
相談・申請受付時間：
　月～金曜日（祝日を除く。）
　午前９時～正午、午後１時～午後５時まで
（相談・申請には時間がかかるため、午後４時までにはお越しください。）
所在地：〒１９８－８７０１　青梅市東青梅１－１１－１
ＴＥＬ：０４２８（２３）５８８８【直通】または
　　　　０４２８（２２）１１１１（内線２１７８・２１７９）
※窓口での相談は予約制となっておりますので、電話にて事前予約をお願い
いたします。

住居確保給付金を徴収する場合があります

住居確保給付金の受給中に、虚偽の申請等不適正受給に該当すること
が判明した場合には、すでに支給した給付金全額を自治体が徴収する
とともに、以降の住居確保給付金の支給も中止することとなります。

様式番号 名称

第１号 生活困窮者住居確保給付金支給申請書（家賃補助）

第３号 入居住宅に関する状況通知書

申請時確認書 住居確保給付金申請時確認書　※参考様式

活動計画票 住居確保給付金　自立に向けた活動計画　※参考様式

（参考）様式番号と様式名称



相談者（申請者） 自立相談支援機関（市） 経営相談先

（参考）家賃補助の支給の流れ

面接・制度説明

経営相談受付

・様式第１号
・申請時確認書

支給申請

・決定通知等の交付
・給付金の支払い

・様式第３号
・活動計画票

決定

①
申
請
相
談

②
支
給
申
請

③
自
立
に
向
け
た
取
り
組
み

【注意事項】
• 様式については前ページの表をご確認ください。
• 上記は住居を喪失する恐れのある方の場合です。すでに住居を喪失している場合、提出いた

だく様式等が異なりますのでご注意ください。
• 金融機関等に調査を行う必要がある場合、審査にお時間をいただきます。ご了承ください。

・申請書写し
・様式第３号
・活動計画票

交付

相談

申請受付・アセスメント、
支援プラン作成

利用状況の確認
※必要に応じて

審査

自立の面接等
(月４回以上)

活動状況確認

自立に向けた相談
(原則月１回以上)

取組確認・助言

相談を踏まえて本
人が作成した計画

に沿って活動
(原則月１回以上)

提出

経営相談申込
(事前相談含む)

次月家賃分支払い

・求職活動状況報告書
・自立に向けた活動計画
の提出（毎月１回）から
誠実かつ熱心に活動した
事実が確認できた場合


